
 
 

IISIA マスターズクラブ 規約  

 

第１条 （クラブの目的） 

IISIA マスターズクラブ（以下「当クラブ」）は、株式会社原田武夫国際戦略情報研究所（以

下「IISIA」）の志・発想・アイデア・分析手法に共感する、第４条に定める会員（以下「会

員」）による団体であり、IISIA と会員との親睦を図ることを目的とする。 

 

第２条（幹事） 

会員間の互選により、幹事１名および副幹事１名を毎年４月に開催される定例会で選出する。 

幹事および副幹事は当クラブを代表し、会員間の親睦に努めるものとする。 

 

第３条 （事務局） 

当クラブは、事務局を（株）IISIA に置くものとする。（以下「事務局」） 

 

第４条 （会員） 

当クラブの会員は、以下の入会条件を満たした者とする。 

１.当クラブへの入会希望者は事務局に所定の申請書を提出し、入会審査を受けなければなら

ない。申請書提出により、申請者は本規約を承認したものとみなす。 

２. 事務局は提出された申請書に基づき申請者が以下の条件を全て満たしているかを審査し、

不適格な場合には当該申請者に通知するものとする。適格者については、その旨 IISIA 取締

役会へ回付する。 

（１）IISIA スタートアップ・セミナーを受講した者。 

（２）IISIA 主催セミナー「IISIA スキルアップ・スクール」（１学期全６回）を受講し、「国

際情勢分析士」の資格を授与された者。 

（３）IISIA 主催セミナー「IISIA スクール」を６回受講した者。 

３.申請者の回付を受けた場合、IISIA 取締役会は直近の定例会にて当該承認申請の許諾につ

いて審議するものとする。その結果を「IISIA 取締役会意見」として事務局経由で幹事およ

び副幹事へ回付する。 

４.申請者の回付を受けた場合、幹事及び副幹事は当該期日までに入会した全会員に対し、電

子メーリングリストを用いて事務局経由にて当該申請者に関する許諾の可否に関するコメン

トを求めるものとする。幹事及び副幹事は全員からのコメントを取りまとめた上、直近の定

例会にて出席会員の許諾を諮り、出席会員の多数決をもって諾否を決定するものとする。事

務局はその結果を速やかに当該申請者へ通知する。 

５.但し、IISIA 会員制「原田武夫ゲマインシャフト」GOLD 会員については、面談を実施す

るものとする。 

６.申請が承認された後であっても、会員が以下の各号のいずれかに該当していることが判明

した場合は事前に通知することなく、会員資格を取り消すものとする。 

（１）本規約に違反した場合 



（２）申込内容に虚偽がある場合 

（３）その他当クラブ幹事及び副幹事ないし IISIA 取締役会が会員として不適切と判断した

場合 

 

第５条 （会費及び諸費用） 

１.当クラブへの入会は無料とする。 

２.会員から当社への各種手続き書類の郵送料や電話料金、イベント等に参加する場合の交通

費、およびこれらに類する費用などについては、会員の負担とする。 

 

第６条 （会員の禁止事項等） 

１.会員は、親睦団体としての当クラブの主旨に鑑み、以下の行為を行わないことを誓約する

ものとする。 

（１）公序良俗に反する行為、あるいは公序良俗に反する情報を他の会員に提供する行為 

（２）IISIA、他の会員または第三者を誹謗中傷するような行為 

（３）IISIA、他の会員または第三者に不利益を与える行為 

（４）IISIA、他の会員または第三者の著作権その他の知的財産権および保護されるべき法

的権利（以下、「著作権等」）を侵害する行為 

（５）他の会員または第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為 

（６）自己または第三者のために営利を目的とする行為 

（７）法令に違反しまたは違反のおそれのある行為、あるいは法令に違反しまたは違反のお

それのある情報を他の会員に提供する行為 

（８）「IISIA マスターズクラブ」の運営を妨げるような行為 

（９）「IISIA マスターズクラブ」の信用を毀損するような行為 

（１０）その他、当クラブが不適切と判断する行為 

２.会員は、前項記載の禁止行為に違反し、当クラブ及び IISIA 並びに他の会員または第三者

に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責任を負うものとする。 

会員が「IISIA マスターズクラブ」で公開した情報に起因して第三者と紛争が生じた場合に

は、会員は自己の負担と責任でその紛争の一切を解決するものとし、当クラブにいかなる迷

惑もかけないものとする。 

 

第７条 （会員による情報の取り扱い） 

１.会員は、自己使用の範囲で複製する場合を除き、「IISIA マスターズクラブ」を通じて入

手したいかなる情報（以下、「会員情報」）も IISIA 及び当クラブが事前に承認（当該会員情

報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、IISIA を通じ当該第三者の承認を取得するこ

とを含む。）しない限り、第三者への提供のために複製、頒布、送信、ホームページ等へのア

ップロードを行うことはできず、また第三者に対して使用させないものとする。 

２.会員は、本会員情報に対しても、改変、翻案、編纂、修正、データベース化を行うことは

できないものとする。 



 

第８条 （著作権等） 

１.本会員情報の著作権等は、会員が修正、改変、提供等を行ったものを含め当然に IISIA 及

び当クラブに帰属し、会員は著作権等（著作者人格権を含む）を主張することはできないも

のとする。 

２.会員は、本会員情報を自己使用の範囲に限り利用できるものとし、自己使用以外の利用を

行った場合には、IISIA 及び当クラブは会員に対し、いつでも本サービス情報の提供中止、

利用差止及びこれらの行為により損害が生じた場合は損害賠償を請求することができるもの

とする。 

 

第９条 （会員の個人情報の取り扱いについて） 

当クラブが、当クラブを通じて会員から取得した個人情報の取扱いについては、IISIA が定

める「個人情報保護方針」に従うものとする。 

 

第１０条 （権利譲渡の禁止） 

会員は、会員資格を第三者に譲渡等の処分をしてはならないものとする。 

 

第１１条 （登録内容の変更、退会） 

１.会員の登録内容に変更が生じた場合は、当クラブが別途指定する方法により、速やかに変

更登録をしなければならないものとする。 

当該変更登録がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当クラブ及び IISIA は会員

に対し一切責任を負わないものとする。 

２.会員は、退会しようとする場合は、「IISIA マスターズクラブ」の退会手続きに従うもの

とする。 

 

第１２条 （本規約の範囲） 

当クラブが当クラブに関して通知する規約、運用規定、通知等の一切はこの会員規約と一体

のものとして、会員はこれを遵守する義務を負う。 

 

第１３条 （弊社の免責事項） 

１.当クラブは、「IISIA マスターズクラブ」について、通常必要とされる運営に努めるが、

当クラブは本サービス提供の遅延、中断、中止、または廃止について、当クラブに帰責事由

がなき場合、一切の責任を負わないものとする。 

２.会員が「IISIA マスターズクラブ」の利用を通じて得た情報等は、特定の金融商品の売買

を推奨するものではない。当クラブ及び IISIA は会員が行った金融商品の売買についていか

なる責任も負わないものとする。 

 

第１４条 （当クラブに関する変更、中断・終了等） 



１.当クラブ及び IISIA は、会員への事前の通知なくして、本規約およびサービスの内容を追

加、変更することができ、会員はこれを承諾するものとする。 

２. 当クラブ及び IISIA は、会員への事前の通知のうえ、本サービスを一時的に中断・停止

することができ、会員はこれを承諾するものとする。 

３. 当クラブ及び IISIA は、会員への事前の通知のうえ、「IISIA マスターズクラブ」運営上

の都合や、その他やむをえない事情により本サービスの一部または全ての廃止をすることが

でき、会員はこれを承諾するものとする。 

 

第１５条 （準拠法および専属的合意管轄裁判所） 

本規約に関する準拠法は、日本法とする。「IISIA マスターズクラブ」の利用に関して、当ク

ラブないし IISIA と会員との間に訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

以上 


